
わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
、
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太

わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
、
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太

陽
に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

陽
に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
郷
土
を
愛
し
、

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
郷
土
を
愛
し
、

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
ま
も
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
ま
も
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
、
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
、
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
、
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
、
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

町
民
憲
章

町
民
憲
章

↑
大
間
町
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら

↑
大
間
町
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら
か
ら

５
月
2
4
日

５
月
2
4
日

大
間
小
学
校
大
運
動
会

大
間
小
学
校
大
運
動
会
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５月17日(土)

★まちのできごと★

奥戸小学校
奥戸地区
材木地区








運動会テーマ
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５月24日(土)

★まちのできごと★




運動会スローガン


大間小学校
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★まちのできごと★

６月10日(火)、奥戸小学校５・６年生の児童８名を対象に租税教室を行いました。
租税教室では、税務課職員が講師となり、税に関する勉強をクイズやアニメーションなどを交えなが
ら行いました。また、１億円のレプリカを持ち、その重さなどを児童に体験してもらいました。
今回の租税教室が児童にとって、税金がどのように納められ、その後、どのように使われているかな
ど、税に関心を持つきっかけになればと思います。

▲租税教室の様子 ▲１億円レプリカの重さ体験
▲１億円レプリカが入ったアタッシュ
ケースの重さ体験

 


５月30日(金)、町内の竹内洋子さん、山本たい子さん、

南かつ子さん、佐山和子さん、西村信子さんより、町内の
学校で活用して欲しいと手縫いの雑巾350枚が贈呈されま
した。皆さんは空いた時間を利用して捨てられるはずだっ
た衣類、バスタオル、シーツなどを再利用して手縫いで雑
巾を作ってくれました。この活動は今回で10回目となり、
今までも学校、福祉施設へ贈呈してきました。
作っていただいたみなさんのご厚意に感謝するととも

に、児童・生徒が物を大切にする心とリサイクルの大切さ
を学ぶことができると思います。この雑巾は校内の清掃活
動で使わせていただきます。 ▲教育委員会 教育長

６月11日(水)、青少年健全育成の一環として、大間地域婦人会の企画による「父の日」お祝いの事業を
行いました。
今年はうみの子保育園の園児たちと一緒に、野﨑町長をはじめ大間町の働くお父さん代表の方５名に、
花束とプレゼントを贈りました。ささやかなイベントでしたが、園児たちも私たち大人も意義のあるひ
とときを過ごしました。

▲花束贈呈 ▲最後に記念撮影！
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★まちのできごと★

試験種別 受 験 資 格

高校卒業程度
（一般）

平成８年４月２日以降に生まれた方で、高等学校を卒業又は令和８年３月31日までに卒業
見込みの方

大間町では、令和８年４月採用予定の職員について、次のとおり採用試験を実施しますので、ご案内いたし
ます。
１ 試験種別、職種、採用予定人員及び採用予定年月日

試験種別 職 種 採用予定人員 採用予定年月日
高校卒業程度 一 般 若干名 令和８年４月１日

２ 受験資格

ただし、日本国籍を有しない者、自力により通勤ができない者、介護者なしに職務の遂行が困難な者及び地
方公務員法第16条に規定する次に掲げる者は、受験できません。
①拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
②大間町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
する政党その他の団体を結成し、又はこれに参加した者

試験区分 試 験 種 類
第１次試験 教養試験・性格特性検査・職場適応性検査・事務適正検査
第２次試験 作文試験・面接試験

試験区別 試験種別 試験日 試験実施場所 合否発表の時期と方法

第１次試験 高校卒程程度（一般) ９月21日(日) 大間町役場 10月下旬までに受験者全員へ
合否を郵送で通知

第２次試験 高校卒業程度（一般） 11月中旬 大間町役場 12月中旬までに受験者全員へ
合否を郵送で通知



４ 試験日等

５ 受験申込方法
受験申込書を自筆で記入し、総務課まで提出してください。
なお、郵送により申込みをする場合は、封筒の表に「受験申込み」と朱書きしてください。
＊受験の申込み書類は、総務課で受け取るほか、大間町ホームページからダウンロードすることができます。
また、受験申込書には履歴書等の添付が必要となります。

６ 受験票の交付
受験票は各試験の申込受付期間終了後に郵送にて交付します。
なお、８月末日までに受験票が届かない場合は、総務課まで連絡をしてください。

７ 申込み受付期間
⑴ 高校卒業程度【一般】
令和７年７月１日(火)から７月31日(木)まで（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く）
＊上記の受付時間は、午前８時30分から午後５時15分までです。
郵送による場合は、受付期間終了日までの消印があるものに限り受け付けます。

８ その他
この試験についての「お問い合わせ」「受験申込み先」は下記のとおりです。

〒039-4692 （個別郵便番号ですので、郵送の際は住所の記入は必要ありません）
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20-4
大間町役場 総務課 ☎３７－２１１１

３ 試験の方法及び内容



6

令和７年度国民健康保険税の納付書を７月１日付けで加入世帯主に送付しております。
※口座振替の方は通知書、納税組合の方は明細書
国民健康保険税は、加入している皆さんが病気やケガをしたときの医療費を病院等へ支払うために必
要な財源です。
皆さんの保険税が大間町の国民健康保険事業を支えています。
医療費は、皆さんの保険税と国・県からの補助金等で医療機関に支払われますが、人口減少により被保
険者数が減り、それに伴い国民健康保険税賦課額も縮小しています。
今後は、税率改正や滞納者対策として財産等の差押さえ等を実施し、国保財政の安定運営を図らなけ
ればなりません。
国民健康保険税を収めないと、
■資格確認書をお持ちの場合
① 督促状が送られます。

納付なし及び連絡なしの状態なら…
② 特別療養費支給予告通知書が送られます。 納付または納税相談をした場合

特別の事情も無く、更に納付相談にも 税務課、滞納係と納税相談を行い、今後の
応じず保険税の滞納が続く場合は… 納付約束をしていただき、誓約書を書いて
現在お使いの資格確認書（自己負担３ いただきます。
割）を返還してもらいます。 約束どおり納付がない場合は…

③ 資格確認書（特別療養）（自己負担10割）を交付します。
資格確認書（特別療養）で医療機関を受診した場合は、かかった医療費の全額を支払い、後日、領
収書を持って国保窓口へ申請し、７割分の給付を受けることとなりますが、原則として、保険税の未
納分に充当させていただきます。

更に滞納が続いていると…
④ 財産等の差押さえを行います。
というような措置をとりますので、納付期限を守り納付してください。

■マイナ保険証をお持ちの場合
① 督促状が送られます。

納付なし及び連絡なしの状態なら…
② 特別療養費支給予告通知書が送られます。 納付または納税相談をした場合

特別の事情も無く、更に納付相談にも 税務課、滞納係と納税相談を行い、今後の
応じず保険税の滞納が続く場合は… 納付約束をしていただき、誓約書を書いて
現在、お使いのマイナ保険証（自己負 いただきます。
担３割）の使用を中止します。 約束どおり納付がない場合は…

③ 資格確認書（特別療養）（自己負担10割）を交付します。
資格確認書（特別療養）で医療機関を受診した場合は、かかった医療費の全額を支払い、後日、領
収書を持って国保窓口へ申請し、７割分の給付を受けることとなりますが、原則として、保険税の未
納分に充当させていただきます。

更に滞納が続いていると…
④ 財産等の差押さえを行います。
というような措置をとりますので、納付期限を守り納付してください。
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（１）国民健康保険税の内容
大間町は、国民健康保険税算定に関して令和７年度より税率（額）を変更して積算しております。
・介護２号被保険者（国保加入者の40歳～64歳までの方）に係る課税の考え方

年度途中で40歳になる方の保険税は、40歳になる月（誕生日が１日の方は、40歳になる前の月）の
分から月割計算します。
また、年度途中で65歳になる方についての保険税は、65歳になる月の前月（誕生日が１日の方は65

歳になる前々月）までの分を月割計算し課税します。

（２）国民健康保険税の納税について
・特別徴収について
① 世帯内の国保加入者全員が65歳～74歳までの世帯主。
② 特別徴収の対象となる年金の額が年額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わ

せ年金額の１/２を超えないこと。
上記の①及び②の要件を満たす場合は、年度内に６回ある年金支給額から国民健康保険税を天
引きさせていただきます。

※ ただし、65歳並びに75歳に到達される年度については、年度途中での特別徴収該当あるいは後
期高齢者医療制度への移行となりますので、普通徴収（納付書）での支払いとなります。

仮徴収 ４月・６月・８月は、前年度の国民健康保険税の約１/６の金額を年金支給額から特別徴収
します。
（４月１日付で仮徴収通知書を発送済みです。）

本徴収 申告等により前年の所得等が確定した後の10月・12月・２月に本算定で決定された当該年
度の国民健康保険税から仮徴収分を差引き調整された金額を年金から特別徴収します。
（10月徴収前に再度決定通知書を送付します。）

※ 特別徴収の該当要件を満たさなくなった場合や、保険税額が更正により減額になった場合は、
納付が普通徴収に変更されます。
また、更正等により増額になる場合は、特別徴収の変更はなく増額した額を普通徴収（納付書）
により納付していただくこととなります。
これらの場合は、更正通知書によりお知らせいたします。

・普通徴収について
これまでと同様に、納付書又は口座振替で納付していただきます。
普通徴収の納期は、年７回（７月～１月までの毎月指定日）です。
国民健康保険税は、前年度の所得を基に算定（本算定７月１日）しますので、基本的には世帯内
での人の異動がない限り税額の変更はありません。
ただし、所得額の変更や加入者の増減等により税額に変更があった場合は、更正通知書により
お知らせいたします。

※ 国民健康保険税の納期は７期となりますが、納期ごとの納付が困難な方はお気軽に税務課徴収
担当に納付相談をしてください。
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令和６年度中の所得課税標準額が下記の金額以下の世帯 軽減割合

430,000円＋（100,000円×（※給与所得者等数－１人）） ７割軽減

430,000円＋（305,000円×加入者数）＋（100,000円×（※給与所得者等数－１人）) ５割軽減

430,000円＋（560,000円×加入者数）＋（100,000円×（※給与所得者等数－１人）) ２割軽減

※給与所得者等とは給与所得者及び公的年金等所得者をいいます。

算定基礎
税 率（額）

説 明
医療保険分 支援金分 介護保険分

①所得割率 8% 2% 1.44% 国保加入者の前年の所得に応じて算定
(令和６年度分の所得－※基礎控除)×所得割税率

②均等割額 22,000円 8,000円 13,500円 国保加入者１人あたりとして算定

③平等割額 40,000円 5,500円 5,500円 一世帯あたりとして算定

年税額
上記の①～③を合計した金額が年税額となります。
なお、介護保険分については、40歳以上64歳までの方（介護保険の第２号被保険者）が対
象となります。

賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円 賦課される年税額の最高限度額です。
1,090,000円

※基礎控除額…前年所得・2,400万円以下⇒43万円・2,400万円を超え2,450万円以下⇒29万円、
・2,450万円を超え2,500万円以下⇒15万円・2,500万円を超える場合⇒0円

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

・低所得世帯に対する保険税の減額
所得の申告（確定申告）がなされている世帯で下記の表に該当する世帯は、保険税のうち、平等
割額と均等割額が軽減されます。

（３）国民健康保険税の課税に関する基本的な考え方
・国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯内に国保に加入している方がいる場合は、国保制
度上の擬制世帯主となり課税されます。（擬制世帯主の場合、世帯主の所得は国民健康保険税の計算
には含めませんが、軽減判定の際だけは含めて判定を行います。）
・年度途中で加入・脱退された方の保険税
年度（４月１日から翌年３月31日）の途中で加入した方の保険税は、加入した日（会社を退職した
日、町外から転入した日の属する月）から月割計算し課税します。
また、年度途中で資格が無くなった方は、加入していた期間分を月割計算します。
なお、転入された方についての保険税は、計算基礎である所得額の確認を前住所地へ確認する時
間の関係で、転入時に保険税を基本額で通知し、所得の確認後に再計算した通知書を送付する場合
があります。

別表１ ※大間町では、令和７年度から国民健康保険税の税率を変更し、医療費の適正化を図りながら
特別会計を運営しています。
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現在、お手元にある国民健康保険被保険証は、令和７年７月31日までの期限となっております。
令和７年８月１日以降は、医療機関の受診の際に、以下のものを提示しなければなりません。

【マイナ保険証】 または 【資格確認書】
【資格確認書】の入手方法
現在、マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを送付します。マイナ保険証をお持ちで
ない方には、資格確認書（令和８年７月末期限）を７月末までにご自宅宛てにお送りいたします。手続き
の必要ありません。また、新規加入となる方についても、随時、発行いたします。

新しい資格確認書（橙色）を簡易書留郵便で世帯主宛てに郵送いたします。

送付時期 ７月下旬
有効期限 令和７年８月１日～令和８年７月31日
送付内容 資格確認書・資格情報のお知らせ・資格確認書ケース・ジェネリック医薬品希望カー

ド・パンフレット
※現在お持ちの保険証（青色）又は資格確認書（桃色）は８月以降使用できませんので、期限終了後
に間違い防止のため細かく切り処分してください。

注意：国保税滞納世帯には原則、資格確認書は郵送されません。
役場において納税相談を受け資格確認書の更新手続きをしてください。該当世帯には別途文書に
より納税相談のお知らせをいたします。

※簡易書留郵便は、受け取り時に受領印が必要です。ご不在の場合は、不在連絡票を置いていきますの
で再配達依頼をしてお受け取りください。
⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）


令和７年８月14日(木)に開催される、大間町ブルーマリンフェスティバル2025への露店出店の申込受
付を開始します。
出店を希望される方は、下記内容のとおり申込をお願いいたします。
※会場内の関係者駐車スペースの混雑を防ぐため、各露店車両は２台に制限させていただきます（１台
は駐車許可証、２台目は通行許可証を発行し、８月の説明会の際に交付します）。
申し込みをされた方（代表者）は、８月４日(月)18時からの説明会へ出席をお願いいたします。
申込者には、後日案内文を送付いたします。
【申込内容】

【締 切】 令和７年７月25日(金)まで
【申 込 先】 大間町ブルーマリンフェスティバル実行委員 大間飲食店組合 筑田 長豊 宛

氏 名
（代表者名： ）

住 所

連 絡 先

車両台数 台
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これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和７年５月26日戸籍法改正によ
り、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。本籍が大間町の方に対しては令和７年７月末から
８月頃に圧着ハガキでの郵送を予定しています。（本籍地ごとに発送時期が異なります。）

本籍地の市区町村からの通知を必ず確認

出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出るこ
とになります。
なお、氏名として用いられる文字の読み方は「一般的に認められるもの」に限られています。
届出が認められない振り仮名
・社会を混乱させるもの ・差別的、卑わい、反社会的な読み方
・社会通念上相当とは言えないもの
※届出時、振り仮名に疑義が生じた場合は確認にお日にちを要することがありますので、予めご了承下
さい。

詳しくは法務省ホームページでご案内しておりますので、ご参照ください。
【法務省ホームページ】
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
【法務省ホームページＱＲコード】

戸籍に記載する振り仮名について

⬘ 住民福祉課 ３７－２５２０（直通）

通知された振り仮名が正しい

手続き不要

令和８年６月頃から戸籍に振
り仮名が記載され、その後住民
票にも記載されます。

通知された振り仮名に誤りがある

令和８年５月25日までに
届出が必要

住民福祉課の窓口またはマイ
ナポータルから届出できます。
※正しい振り仮名が小さい「ヤ」、
「ユ」、「ヨ」、「ツ」等であるにも
関わらず、通知書に大きいカタ
カナで記載されている方も届出
が必要です。
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◎令和７年度の保険料は、税務課から７月中にお届けする保険料額決定通知書でご確認ください。
※１ 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（43万円）を差し引いた額です。

(２)令和７年度保険料の軽減措置について
◆所得が低い方の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。令和７年度は次
のとおりとなります。

均 等 割 額
[被保険者全員が納める額］

４６，８００円

所 得 割 額
[所得に応じて納める額］
基礎控除後の所得（※１）×

9.90％（所得割額）

保険料
(限度額80万円)

＋ ＝

１ 令和７年度の保険料
(１)令和７年度保険料について



世帯の所得額の合計 軽減割合
43万円＋10万円×（給与所得者等（※２）の数－１）以下 ７ 割
43万円＋(30.5万円×被保険者の数)＋10万円×(給与所得者等（※２）の数－１）以下 ５ 割
43万円＋(56万円×被保険者の数)＋10万円×(給与所得者等（※２）の数－１）以下 ２ 割

※２ 給与所得者等（給与所得を有する者、または公的年金等に係る所得を有する者が２人以上いる世帯に適用）
◆被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・均等割額が５割軽減されます。（資格取得後２年間） ・所得割額の負担はありません。
◎被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です。
◎世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減（７割軽減）が受けられます。

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

２ 保険料の減免等について
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免等が認められること
がありますので、徴収等担当窓口へお早めにご相談ください。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

現在、お手元にある後期高齢者医療被保険者証は、令和７年７月31日までの期限となっております。
令和７年８月１日以降は、医療機関の受診の際に、以下のものを提示しなければなりません。

【マイナ保険証】 または 【資格確認書】
【資格確認書】の入手方法
現在、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方には、資格確認書（令和８年７月末期限）を７月末までにご自宅宛
てにお送りいたします。手続きの必要はありません。また、新規加入となる方についても、随時、発行いたします。
※マイナンバーカードを所持している方にも送付します。

【マイナ保険証】の手続き方法
①まず、お手元にマイナンバーカードとパスワードをご準備ください。
※パスワードはマイナンバーカード受け取り時に設定したものです。
お忘れの場合は、住民福祉課戸籍係にて再設定してください。

②マイナンバーカードを被保険者証として利用するため下記のいずれかの方法で申込をします。
・企画経営課で申込できます。
・マイナポータルのアプリ（スマートフォンでダウンロード）で申込できます。
・医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで申込できます。
・全国のセブン銀行のＡＴＭで申込できます。

マイナ保険証に関するお問合せは【マイナンバー総合フリーダイヤル☎０１２０－９５－０１７８】まで
その他、ご不明な点は以下までお問合せ下さい。
⬘ 青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１
健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）
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町では、気候変動適応法に基づき、一時的に暑熱から避難し涼むことができる場所として「クー

リングシェルター」・「涼みどころ」を９月30日まで開設しますので、気軽に御利用ください。

【クーリングシェルター・涼みどころ一覧】

施設名 開放時間 利用場所 受入れ可能人数

大間町役場 8：30～17：15
※平日のみ 町民ホール 20人

健康福祉センター
「スマイリー」

9：00～20：30
※水曜日は熱中症特別警戒情
報が発表された場合に開放

多目的ホール 30人

北通り総合文化センター
「ウイング」

9：00～20：00
※月曜日は休館です

展示コーナー・畳休憩コーナー
（20時まで）

図書室（17時まで）
50人

大間郵便局
（涼みどころ）

9：00～17：00
※平日のみ ロビー 15人

奥戸郵便局
（涼みどころ）

9：00～17：00
※平日のみ ロビー 10人

▲クーリングシェルター表示

※「クリーリングシェルター」とは、熱中症警戒アラートの発表期間に開放する冷房設備の整った
暑さをしのぐ町有施設または協定を結んだ施設であり、それ以外で、一時的に暑さをしのぐため
開放されている場所を「涼みどころ」と呼んでおります。どちらも開放時間内であれば、ご利用
可能です。

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１

▲涼みどころ表示
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大間町では、このたび「第３期大間町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定と「大間町まち・ひと・
しごと創生人口ビジョン」の見直しを行いました。総合戦略の計画期間は、令和７年度～令和11年度ま
での５年間です。
総合戦略には４つの基本目標に具体的な施策が12項目、取組内容が40項目設定され、主な取組内容と
しては、産業、担い手、観光、定住・移住、子育て、福祉、防災、医療連携などがあります。

総合戦略の４つの基本目標

基本目標１ 大間らしい産業を育て、強化し、新たな雇用と担い手を確保する
基本目標２ 大間ならではの魅力を高め、発信し、新たな人の流れをつくる
基本目標３ 大間で結婚し、子どもを産み育てたい人を応援する
基本目標４ 誰もが健康であり、安全で安心して暮らせる大間をつくる

人口ビジョンでは、少子高齢化、転出超過といった本町の人口問題に対して、戦略推計を長期的視点か
ら取り組むことにより、目標人口を2040年には3,700人程度、2060年には2,800人程度の規模を維持する
ことを目標としています。

次号から概要版をご紹介いたします。
総合戦略の取組みは、第１期が策定されてから毎年、町内の外部有識者にご協力いただき、事業実績の
効果検証について意見交換を行いながら取り組んでいます。
ご協力いただいた関係者の皆様、誠にありがとうございました。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

第３期総合戦略はこちら 人口ビジョンはこちら 概要版はこちら
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～児童生徒をみんなで見守りましょう～
７月１７日(木) 午前７時２０分～午前７時４０分
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前

奥 戸 小 学 校

今年度、創立150周年を迎え、各種記念事業を実施しております！
今年度、奥戸小学校は創立150周年を迎えました。昨年度から実行委員会を立ち上げ、各種記念事業に向け
て、少しずつ準備を進めてきました。４月からは記念事業として、創立100周年時に埋めたタイムカプセルの
発掘や運動会パレード（今年度は材木地区内も）、運動会における人文字ドローン撮影を行い、いずれも成功
裏に終えることができましたが、保護者・地域の皆様のお力添えがあってのものです。また、これまでたくさ
んのご寄付を町民の皆様からいただきました。ご支援ご協力ありがとうございました。

※記念タイムカプセルに入っていた作品は、11月の式典で展示後、ご本人へ返却したいと考えております。
一日かけて発掘していただきました高松建設工業（株）の皆さん、本当にありがとうございました。

【創立100周年記念タイムカプセルの発掘】

※材木地区の婦人の家前、奥戸地区のゆうゆう館前と奥戸漁協組合前で２回ずつ鼓笛の演奏を披露しました。

【運動会パレード（奥戸地区・材木地区）】

※校庭に描いた「150」のライン上に（来場した皆さんに）立っていただき、ドローンで撮影しました。
創立150周年の記念誌に撮影した写真を掲載する予定です。今号では、写真の一部をご紹介します。

【運動会における人文字ドローン撮影】
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お久しぶりです。大間病院の角田といいます。１年ぶりに大間へ戻ってきましたが、たくさんの方に
覚えていてもらえて、とっても嬉しく感じています。
さて、「ウェルビーイング」って聞いたことありますか？カタカナで難しく聞こえますが、意味はシン
プルで「心も体も、まるごと満たされた幸福な状態」のことです。笑って、食べて、動けて、大事な人が
いて、「明日もいい日でありますように」と思いながら布団に入る…それがウェルビーイングのひとつの
かたち。
ウェルビーイングのための鍵が「人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）」です。これは、病気
や認知症などで自分の気持ちをうまく伝えられなくなったときのために、「最期はどこで過ごしたいか」
「どんな医療を受けたいか」などを考え、元気なうちから家族や医療者と話し合っておく取り組みのこと
を指します。
「元気なのにそんな縁起でもない話、したくない」と感じる方もいるかもしれません。でも、“死の準
備”ではなく“あなたらしい生き方の確認”こそが人生会議の目的です。たとえば、「最期まで家にいたい」
「家族に囲まれて過ごしたい」…そんな望みを言葉にしておけば、それに向けて周囲はサポートできます。
あなたの想いを尊重し、あなたが安心して自分らしく生きていくために人生会議があるのです。
人生会議を行うとき、特別な知識はいりません。家族や大切な人とテーブルを囲んで、昔話に花を咲
かせながらでいいのです。何も準備をしなくても、話しているうちに「こんなふうに生きたい」という自
分の気持ちに気づくこともあります。その想いは、聴いてくれた人の中にちゃんと残ります。
誰もがいつか迎える“その時”のために、自分らしい人生を見つめ直す時間をもつこと。それがウェル
ビーイングへつながっていくのです。
今夜は、ゆっくりご飯を食べながら少しだけ考えてみませんか？あなたらしい人生を、大切にしてい
くために。

No .３２９病院だより 今月の担当医
内科医長 角田 健悟

((
相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相

談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援
助を行います。
■日 時：令和７年７月16日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 中会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお気

軽にご相談ください。なお、相談を希望される方は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）


大間病院では、令和７年６月30日で発熱相談電話を終了しました。
発熱、咳、鼻水、喉の痛みなど「かぜ症状」がある場合も、受付時間内に一般外来受付のうえ、受付窓
口で「かぜ症状」がある旨をお申し出ください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

大間病院長
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下北地域広域行政事務組合消防本部では、次のとおり消防職員を募集します。

１．採用署所、採用予定人数、職種及び採用予定年月日

採 用 署 所 採用予定人数 職 種 採用予定年月日
大 間 消 防 署 １名 上級消防職又は初級消防職 令和８年４月１日



２．受験資格等
（１）平成２年４月２日から平成20年４月１日までに生まれた方で、大学、短期大学、高等専門学校、

高等学校を卒業又は卒業見込みの方。
※大学卒業又は卒業見込みの方は、上級消防職の受験となります。
※短期大学、高等専門学校、高等学校を卒業又は卒業見込みの方は、初級消防職の受験となります。
※受験資格の学歴には、当該学校卒業と同等の資格を有すると認められる方を含みます。

（２）採用後は、採用署所の所在市町村に居住できる方。
（３）採用時、普通自動車運転免許証(オートマチック車限定を除く)を所持又は取得見込みの方。
（４）日本国籍のない者及び地方公務員法第16条に該当する者は受験できせん。
３．試験の内容、試験日時及び試験場所
（１）一次試験（職務能力試験、消防適性検査、体力試験）

※職務能力試験出題内容：論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析
する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題
日 時 令和７年９月21日(日) 午前８時30分～
場 所 消防本部・むつ消防署合同庁舎（むつ市小川町二丁目14番１号）、他

（２）二次試験（作文試験、面接試験）
日 時 令和７年10月下旬を予定
場 所 消防本部・むつ消防署合同庁舎

４．受験申込書の交付等
（１）受験申込書（受験票含む）は所定の様式があり、下北地域広域行政事務組合の各消防署所で交付
（配布）します。（ホームページよりダウンロード可）

（２）郵便で受験申込書（受験票）を請求する場合は、封筒の表に『受験申込書請求』と朱書きし、返
信用封筒（角２封筒に140円切手を貼り、あて名を明記したもの）を同封してください。

５．受験申込方法
（１）提 出 書 類：受験申込書（受験票含む）
（２）受付(提出)場所：大間消防署
６．受付期間
令和７年７月14日(月)から令和７年８月15日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時30
分から午後５時15分まで。（郵送による申込みの場合は令和７年８月15日(金)の消印有効。封筒には、
「受験申込書在住」と朱書きすること。）
７．給与
「下北地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例」の規定に基づき支給します。

８．その他
（１）同日に行われる他の署所の消防職員採用試験と重複受験はできません。
（２）一次試験では、消防適性検査終了後、体力試験を行いますので、当日はトレーニングウェア、

運動靴を持参してください。
（３）受験申込書の受付及び受験票の交付を行う署所の住所・電話番号

○〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20-164
大間消防署 ☎３７－３１０７

（４）この試験に関する問い合わせは、下北地域広域行政事務組合消防本部総務課（☎２２－３８１９）
へお願いします。
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令和７年６月１日に改正労働安全規則が施行され、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するた

め、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処すること
が可能となるよう、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下の事項を関係者に周知する
必要があります。

１．報告するための体制（連絡先や担当者）
・熱中症の自覚症状がある作業者
・熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係作業者に周知する。

２．必要な措置や実施手順
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定

め、関係作業者に周知する。

※「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）28度または気温31度以上の
作業場で、継続して１時間以上または１日当たり４時間を超えて行われることが見込まれるもの

◎ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）とは…熱中症を予防することを目的として、1954年にアメリカで提案
された指標。

【罰則】
６月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１


大間町の国民健康保険加入者の令和５年度における特定健診受診率は32.0％で、青森県内40市町

村のうち36番目となっており、特定保健指導実施率は44.6％で18番目となっております。
これに対し１件あたりの医療費は36,362円で３番目、１日あたりの医療費は20,471円で２番目に

高くなっています。
この状況は従来から続いており、大間町の人が「病院を受診しない」、「健診を受けない」等の事由

で病気にかかったことさえ分からず、具合が悪くなり我慢できなくなってからはじめて病院を受診
した結果「手遅れ」というような状況になっていることが分かります。
「忙しいから」、「面倒くさいから」ということで健診を受けない方が多くおりますが、自分の体を
守るためにも町で実施している「特定健康診査」を受診しましょう。
大間町の医療費の支払いが多くなると「国保税額」に直接影響します。
「皆さんへ増税」とならないためにも医療機関への適正な受診や健康診査の受診等での自己管理

が大切になってきます。
大間町では、特定健康診査及びがん検診を無料で行いますので、健診日を確認しご自分の都合の

良い日を予約し受診してください。
⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）



21


令和６年度実施いたしました、原子力発電所先例地視察研修において参加者の方々から頂いたアン
ケートを集計しましたのでその一部について結果をご報告致します。
伊方原子力発電所15名、島根原子力発電所14名、敦賀原子力発電所16名、浜岡原子力発電所15名の計60
名の方々にご参加いただきました。
今年度の募集要領につきましては、今月号に折り込みいたしましたので沢山のお申込お待ちしており
ます。

①今回の視察研修は、原子力発電所に対する理解を深めるのにどのくらい勉強になりましたか？

〇回答の理由とその他感想

・ＶＲを使用して飽きずに楽しく勉強になりました。また、１
つ１つの疑問にもきちんと答えてくれて不安も解消されま
した。
・オフサイトセンター等大間には無い施設を見学出来て勉強に
なった。

・「原子力発電所＝危険」と考えていたが、やはり必要不可欠な
施設だと感じるようになった。

②原子力関連施設に関する安全対策は、どう感じましたか？

〇回答の理由とその他感想

・地震や津波、火災等の想定される災害すべてに対応できるよ
うな体制が整っていると感じた。
・原子力関連施設の安全対策は十分だと感じたが、避難経路の
整備が不十分だと感じた。これは大間にも言えることだと思
う。
・国の基準以上で安全対策を行っており、災害に備えている事
がわかりました。
・安全対策に絶対大丈夫という言葉はないと思う。

③大間町では、地域と原子力発電所は共存できると思いますか？

〇回答の理由とその他感想

・まだ稼働されておらずよく分からない。
・経済状況を良くするのに大きな事業が町も国も必要だと思う。
・現時点では大半の方が理解して賛同しているように感じるの
で、共存可能だと思う。
・原子力発電所ができることで雇用が生まれて町に活力が出る
と思う。
・電源三法交付金等で色々な事に対して役立っているので大間
町に必要だと思う。
・地域住民に理解されるための努力が十分に行われていると感
じている。
・電力の安定供給に必要なのでうまくやっていけると思う。
・雇用の対策にはなっていると思う。共存できるかではなくし
ていくしかないと思う。

⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
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個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員
（青森県労働委員会とは）
青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、公益委員（弁護士等）、労働者委員

（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構成されており、中立・公正な立場で労働問題を解
決する。
【費 用】無料
【利用方法】随時受付（予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
ＵＲＬ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/roi/roi-sodankai.html)

開催日 時 間 場 所
７月１日（火） 午後１時30分～午後３時30分

青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）
７月13日（日） 午前10時～正午


１．今月の納期について
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。
なお、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納税通知書等は、今月上旬に発送予定

となっております。

※納期を過ぎますと、納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。
延滞金の割合は、納期内納付をされた方との公平性を保つために、法により定められています。
※地方税お支払サイトかスマートフォン決済アプリで納付された場合、町が納付を確認できるまで
一定期間を要します。そのため、督促状が行き違いになることがありますので、ご了承ください。

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

・固定資産税（第２期） ・国民健康保険税（第１期） 令和７年７月３１日（木）・介護保険料（第１期） ・後期高齢者医療保険料（第１期）


採用されるための就職活動のポイント（仕事の探し方・応募書類の作成・面接等）について、45歳以上

の方に特化した内容のセミナーを実施いたします。参加費無料（定員先着20名）
【会場・開催日時】

※当セミナーは雇用保険受給資格者の求職活動として認められます。
⬘ ネクストキャリアセンターあおもり ☎０１７－７２３－６３５０

E-mail chuukounen@ims-hirosaki.com

会場名 開催日 開催時間
青森会場

（リンクモア平安閣市民ホール 会議室１） ７月24日(木）
午後１時30分～午後３時30分

（セミナー終了後、希望者個別相談
～午後５時）

弘前会場
（弘前市民会館 第１小会議室） ７月25日(金）

八戸会場
（友の会福祉会館 ２Ｆ第１会議室） ７月29日(火）
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◎排水設備工事責任技術者試験 受験者講習会
■日 時 令和７年９月２日(火)

受付時間 午前９時30分～午前９時50分 試験時間 午前10時～午後３時
■場 所 青森市
■受 講 料 無料（テキスト配布を含む）
■受講対象者 責任技術者試験受験申請者（出席は任意）
※開催案内は、試験の申込書類一式に同封し、出席の意向確認は、受験申請書類を受付する際に出欠記
入欄を併せて回収します。
※（公社）日本下水道協会刊行の「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」及び「排水設備工事責任
技術者試験標準問題集」は、受験申請者全員に事務局が無料配布します。（８月下旬送付予定）

◎排水設備工事責任技術者試験
■日 時 令和７年10月15日(水)

受付時間 午後１時30分～午後１時50分 試験時間 午後２時～午後４時
■場 所 青森市、弘前市、八戸市、五所川原市の４会場により選択
■受 験 料 ８，０００円（振込手数料除く）
■申 込 受 付 令和７年７月１日(火)～７月31日(木)（土・日曜日、祝日を除く）

生活整備課で申込書を配布・受付します。
■合 格 発 表 令和７年11月４日(火)
⬘ 生活整備課 下水道係まで ☎３７－２５３５（直通）


自動車は、生活に欠かせない移動手段となっているのみならず、娯楽の道具として認識されており、
様々な部品等が販売されており、手軽に取り付け等ができる状況にあります。しかしながら、
① 灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け
② 運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け
③ タイヤ及びホイールの車体（フェンダー）外への基準以上のはみ出し
④ 基準外ウイング（エア・スポイラ）の取付け
等の不正改造を施された車両が存在し、国民生活の安全・安心を脅かしていることが問題となっています。
これらについては、それぞれ、
① 周囲の交通に誤認を与える
② 運転者の視界を妨げ状況確認が困難となる
③ 歩行者に危険を及ぼすとともに、車体がブレーキ機構への干渉により故障・事故の原因となる
④ 他の交通の妨げとなる
こと等が懸念されるため、禁止されております。
国土交通省では、これら不正改造を排除し、車両の安全確保及び環境保全を図るため、関係省庁、自動
車関係団体等と協力して、「不正改造車を排除する運動」を展開しております。
皆様もぜひ、この機会にどのような改造が不正改造になるのかについての理解を深めていただき、そ
の排除にご協力ください。
詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.com/」
不正改造車を見かけたら、下記まで情報をお寄せください。
⬘ 東北運輸局青森運輸支局 検査整備保安部門 ☎０１７－７３９－１５０１（プッシュ２）
八戸自動車検査登録事務所 ☎０１７８－２０－３１６１
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大間高校については、青森県立高等学校教育改革推進計画第２期実施計画（令和５年度～令和９年度）
において「地域校」として配置しています。今年度は33人の新入生を迎え入れました。
大間高校では、更なる活性化を目指して学校と地域等が一体となって教育環境の充実に向けた取組を
行っています。その取組の一部についてご紹介します。

【大間高校の主な取組】
〈学校の取組〉
○フィッシング同好会、軽音楽同好会など、生徒の「好き」を部活にできる環境
○各種試験・検定等に係る経費の補助
○「めんちょこ活動部」による大間港フェリーターミナルでの歓迎旗振り活動
〈地域等の取組〉
○スタディサプリを活用した学習環境の整備
○進学模試や公務員模試等に係る経費の補助
○資格取得を目指す生徒の受検に係る経費の補助
○総合的な探究の時間等における地域人材を活用した出前授業等の実施

引き続き、地域の皆様のご協力を得ながら、大間高校の魅力化に向けて取り組みます。

大間高校のＨＰへはこちらから ⇒ 地域校についてはこちらから ⇒

⬘ 青森県教育庁高等学校教育改革推進室
〒030-8540 青森市長島１－１－１ ☎０１７－７３４－９８６６



１、2025海の日事故ゼロキャンペーンについて
７月16日から７月31日まで、「海難ゼロへの願い」をテーマに官民一体で、全国で海難防止活動を行
います。
プレジャーボートでは発航前検査の徹底と整備業者等による定期的な点検、漁船では適切な見張り
と気象海象の把握、海中転落や巻き込まれ防止、海で活動するときは、ライフジャケットの常時着用、
連絡手段の確保、携帯電話等のＧＰＳ機能ＯＮ、118番やＮＥＴ118の活用で、海難防止と事故の際の迅
速な救助につなげましょう。

２、夏季安全推進活動について
７月16日から８月31日まで、夏休みを中心とした夏季にマリンレジャーが活発化するなか、特に開
設海水浴場以外における遊泳事故防止及び児童の遊泳事故防止のための海難防止活動を行います。
監視員やライフセーバーがいる時間帯の開設された海水浴場で安全に海水浴を楽しみましょう。
フロート遊具や浮き輪を使っていて、思いがけず沖に流されることがあるので、特に小さなお子様
から目をはなさないよう注意しましょう。
ＱＲコードのサイトを活用して事故に遭わないように対策をしましょう。
海上保安庁への緊急通報は118番



⬘ 青森海上保安部交通課 ☎０１７－７３４－２４２２

・「海水浴事故防止啓発ソング」はこちら ・「ウォーターセーフティガイド」はこちら
（海辺でのレジャー活動の安全の総合情報サイト）

・「海の安全情報」はこちら
（気象・海象や海上工事などの情報）
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ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は、かつて事業用の電気機器の絶縁油などに使用されてきた化学物質で
す。しかし、人体に有害であることが分かり、製造・輸入・使用が禁止されたものの、今でもＰＣＢを含
んだ機器が発見されています。
低濃度ＰＣＢとは、濃度が0.5mg/㎏超5,000mg/㎏以下のＰＣＢで汚染された絶縁油等を指します。
低濃度ＰＣＢを含んだ電気機器には、製造後30年以上（一部例外あり）経過した変圧器やコンデンサー等
の高圧受電機器の他に、低圧受電する設備の分電盤内の低圧コンデンサーや電気溶接機、Ｘ線検査装置、
昇降機、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。
また、低濃度ＰＣＢが使用された古い低圧進相コンデンサーが配電盤や壁などに残されたままとなっ
ている例も多数確認されています。
低濃度ＰＣＢが使用された電気機器がないか事業所内などを確認し、発見された場合は、速やかに県
への届出を行うとともに、期限内に処分するようお願いします。
低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限は、令和９年(2027年)３月31日です。
なお、期限を過ぎても処分しなかった場合、法律により処罰されることがあります。

◆留意事項
１ 高濃度ＰＣＢ廃棄物につきましては、処分期限を経過していますが、もし発見した場合は速やか
に県にご相談ください。
２ 使用中の電気機器などに近づくと、感電するおそれがあり大変危険ですので、必ず専門の業者に
依頼して確認してください。
３ 低濃度ＰＣＢ廃棄物の適正処理（分析費・処理費）を支援する助成金制度が令和７年４月１日から
開始しています。
詳しくは、（公財）産業廃棄物処理事業振興財団へお問い合わせください。
☎：０９８－９９５－７１００
ホームページ：https://www.sanpainet.or.jp/joseikin

◆全般のお問合せ先
青森県庁資源循環推進課 ☎０１７－７３４－９５８４
青森県むつ環境管理事務所 ☎０１７５－３３－１９００へ



青森県ＨＰ

PCB

●日 時 ７月26日(土) 午前10時～午後６時
●内 容 Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団が、Ｂ型肝炎訴訟について、弁護士による無料電話相談

を行います。（通話料はかかります）
●対 象 Ｂ型肝炎患者又はそのご家族（患者が亡くなっている場合は、その相続人）
●電話相談の番号 ０２２－２６５－２２１７／０２２－２６５－２２１８

予約不要です。電話相談会日時に直接お電話下さい。
●問い合わせ先 Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団事務局（小野寺友宏法律事務所内）

☎０１２０－７６－０１５２
＜Ｂ型肝炎訴訟とは？＞
幼少時の集団予防接種によりＢ型肝炎に感染したと認められる患者に対し、病態に応じて50万～3,600
万円の給付金等が支払われる制度です。ただし、給付を受けるためには、国を相手に訴訟をして証拠に
基づき救済要件に該当することを確認したうえで、国と和解等をする必要があります。
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海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
１日、８日、15日、22日、29日（毎週火曜日）


青森県では、地方税共同機構が運営する地方税ポー
タルシステム（通称「ｅＬＴＡＸ：エルタックス」）を
利用して、インターネットによる法人県民税・法人事
業税・特別法人事業税の申告受付を行っています。
ご利用方法などの詳細は、ｅＬＴＡＸホームページ
をご覧ください。
eLTAXホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/
⬘ 青森県下北県税事務所
☎２２－８５８１ 内線２０７

アメリカの言語と言えば、「英語」だけだと思っている方も多いと思います。しかし、「英語」とは「イ
ギリスの言語」を意味し、アメリカの主要言語が英語になったのは、1620年にイギリスから入植者がやっ
て来たからです。でも、アメリカには英語より古く、英語と同じくらい話されている言語もあります。
アメリカにはイギリス人が来る以前から、ネイティブアメリカン(アメリカ先住民)が住んでおり、300

以上の言語を話していました。また、アメリカ南部の州の多くは元々メキシコ領であり、南アメリカ大
陸にはスペインから来た人々が定住していました。そのため、アメリカには今でもスペイン語を話す人
がたくさんいます。
イギリス人がアメリカに来た同時期に、ドイツ人やフランス人もアメリカに来ました。現在でも、ア

メリカ北部にはドイツ語の方言を話すコミュニティが、アメリカ南部にはフランス語の方言を話すコ
ミュニティが存在します。
アメリカの地名は、外国語に由来していることが多いです。例えば、私はミシガン州デトロイトの出

身です。「ミシガン」はネイティブアメリカンの言葉で「大きな湖」という意味で、ミシガン州は五大湖
に囲まれている州です。デトロイト市は海峡のとなりにあり、「海峡」という意味があるフランス語の「デ
トロワ」が地名の由来になりました。最近ではロサンゼルス・ドジャースの活躍により、ロサンゼルスが
日本人に広く知られるようになりましたが、ロサンゼルスはスペイン語で「天使」という意味だと知って
いましたか？
今では、アメリカで最も話されている言語は英語ですが、何世代にもわたってアメリカに住んでいる

家族の中には第一言語が英語ではない人もいることを知ってほしいです。大間に来てから「伝統・伝承」
という言葉をよく耳にしますが、アメリカにも様々な文化、言語、そして伝統を守ろうとする人々がたく
さんいることを知ってほしいです。

()()()()

【シアター上映のご案内】 【つくってたいけん工作教室のご案内】
○10時～ ○15時～ ＜開 催 日＞土曜日・日曜日・祝日に開催します。
トムとジェリーアニメコレクション「抜けない穴（他３話）」 ＜開催時間＞10時～/15時～

○12時～ 「ＵＦＯキャッチャーをつくろう！」
access「ウシから学ぶ/栄養素の働き」 ※参加費・予約不要

＜場 所＞コミュニケーションシアター ＜場 所＞つくってたいけん工作コーナー

【たのしい実験教室のご案内】 ⬘ むつ科学技術館
＜開 催 日＞毎週日曜日に開催します。 ☎２５－２０９１ ＦＡＸ２５－２０９２
＜開催時間＞①11時～ ②14時～ ≪URL≫http://www.jmsfmml.or.jp/msm.htm
＜内 容＞①「超低温の世界を調べよう」

②「真空の世界を調べよう」
＜場 所＞１階探求コーナー
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20歳となる若者の新しい門出を祝福するとともに、社会人として自ら生き抜こうとする青年を励ます
ため、「令和７年度20歳のつどい」を下記の日程で開催します。

日 時 令和７年８月15日(金) 午後１時
場 所 大間町総合開発センター
対象者 平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれ

対象者には、既に開催案内を送付させていただいております。
⬘ 教育委員会 教育課 ☎３７－２１０３（直通）

令和７年５月末現在( )前月比


＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

人 口 男 女 世 帯 数

総数 4,602(－12) 2,349(－10) 2,253(－ 2) 2,471(＋ 2)

大間 3,656(－ 8) 1,884(－ 7) 1,772(－ 1) 1,947(± 0)

奥戸 823(－ 4) 395(－ 3) 428(－ 1) 453(＋ 2)

材木 123(± 0) 70(± 0) 53(± 0) 71(± 0)

傳法 正幸さん 75歳（根田内）
熊谷 秀也さん 42歳（大間平）
岡村 三郎さん 79歳（館ノ上）
山﨑 昭一さん 97歳（大間）
小濱 茂子さん 90歳（狼丁）
佐々木文子さん 76歳（下手道）
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個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

５月届出分５月届出分

 

小濱 礼奈
れいな

ちゃん （祐一郎さん）

今月はありません


